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第１節 目 的 
この計画は、町が運営している風力発電施設が事故や災害に見舞われた場合に、周辺地域   に

甚大な被害を与えかねないことから、保安規程第２２条の規定により、北条砂丘風力発電 

所における事故・災害の防止、被害の軽減及び災害復旧のための行動計画について定める。 

第２節 関係機関 
１．関係機関一覧 

２．区間別関係機関 
（１）変電所～ＭＨ２ 区間 
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機 関 名 電話番号 処 理 す べ き 事 項 備 考 

中国四国産業保安監督部 電力安全課 082-224-5742 事故速報、事故報告  

国土交通省 

倉吉河川国道事務所 

羽合国道維持出張所 0858-35-3231 国道９号の占用工事、通行規制の調整  

天神川出張所 0858-23-6551 天神川での占用工事の調整  

大阪航空局大阪航空事務所管制保安部 06-6843-1382 ノータム事項通報書(航空障害灯不点)  

鳥取県生活環境部水・大気環境課 0857-26-7400 天神浄化センターでの占用工事の申請、調整  

鳥取県天神川流域下水道公社 0858-35-4423 天神浄化センターでの占用工事の調整  

鳥取県中部総合事務所 

県土整備局維持管理課 

0858-23-3216 
 

県道倉吉江北線での占用工事の調整北

条川放水路での占用工事の調整 

 

倉吉警察署交通課 0858-26-7110 道路使用、通行規制の調整  

湯梨浜町建設水道課 0858-35-5312 町道での占用工事、通行規制の調整  

北栄町地域整備課地域整備室 0858-36-5568 町道での占用工事、通行規制の調整  

羽合土地改良区 0858-35-2103 用水路での占用工事の調整  

北条砂丘土地改良区 0858-36-2004 農道での占用工事、通行規制の調整  

鳥取県中部ふるさと広域連合消防局 119 災害時の消防、救急等に関すること  

中国電力(株) 倉吉制御所 0858-26-9581 停電等の調整  

ＮＴＴ西日本（株）鳥取支店 0120-000-111 専用回線の調整  

（株）明電舎 風力システム部 03-6420-7687 応急対策、本復旧工事の計画、実施  

機 関 名 電話番号 処 理 す べ き 事 項 備 考 

中国四国産業保安監督部 電力安全課 082-224-5742 事故速報、事故報告  

国土交通省 

倉吉河川国道事務所 

羽合国道維持出張所 0858-35-3231 国道９号の占用工事、通行規制の調整  

天神川出張所 0858-23-6551 天神川での占用工事の調整  

大阪航空局大阪航空事務所管制保安部 06-6843-1382 ノータム事項通報書  

鳥取県生活環境部水・大気環境課 0857-26-7400 天神浄化センターでの占用工事の申請、調整  

鳥取県天神川流域下水道公社 0858-35-4423 天神浄化センターでの占用工事の調整  

鳥取県中部総合事務所 

県土整備局維持管理課 

0858-23-3216 
 

県道倉吉江北線での占用工事の調整北

条川放水路での占用工事の調整 

 

倉吉警察署交通課 0858-26-7110 道路使用、通行規制の調整  

湯梨浜町建設水道課 0858-35-5312 町道での占用工事、通行規制の調整  

北栄町地域整備課地域整備室 0858-36-5568 町道での占用工事、通行規制の調整  

羽合土地改良区 0858-35-2103 用水路での占用工事の調整  

北条砂丘土地改良区 0858-36-2004 農道での占用工事、通行規制の調整  

鳥取県中部ふるさと広域連合消防局 119 災害時の消防、救急等に関すること  

中国電力(株) 倉吉制御所 0858-26-9581 停電等の調整  

ＮＴＴ西日本（株）鳥取支店 0120-000-111 専用回線の調整  

（株）明電舎 風力システム部 03-6420-7687 応急対策、本復旧工事の計画、実施  

 



（２）ＭＨ２～北条川架空線（９号機～５号機） 区間 

関係自治会 

※毎年１月に自治会の役員改選有 

（３）北条川架空線～１号機 区間 

関係自治会 

※毎年１月に自治会の役員改選有 

第４節 事故時 
主回路の地絡・短絡、直撃雷等による設備事故を想定している。自然災害（台風、地震、   津

波、水害、雪害等）が発生した場合は、５．自然災害時による。 
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自治会・自治会長名 電話番号  備 考 

松神 自治会長  １号機～３号機隣接道路の通行規制の調整等  

機 関 名 電話番号 処 理 す べ き 事 項 備 考 

中国四国産業保安監督部 電力安全課 082-224-5742 事故速報、事故報告  

国土交通省倉吉河川国道事務所羽合国道維持出張所 0858-35-3231 国道９号側道の占用工事、通行規制の調整  

大阪航空局大阪航空事務所管制保安部 06-6843-1382 ノータム事項通報書(航空障害灯不点)  

鳥取県中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 北条川放水路での占用工事の調整  

倉吉警察署交通課 0858-26-7110 道路使用、通行規制の調整  

北栄町地域整備課地域整備室 0858-36-5568 町道での占用工事、通行規制の調整  

北条砂丘土地改良区 0858-36-2004 農道での占用工事、通行規制の調整  

鳥取県中部ふるさと広域連合消防局 119 災害時の消防、救急等に関すること  

中国電力(株) 倉吉制御所 0858-26-9581 停電等の調整  

（株）明電舎 風力システム部 03-6420-7687 応急対策、本復旧工事の計画、実施  

自治会・自治会長名 電話番号  備 考 

西新田場 自治会長  ６号機～８号機隣接道路の通行規制の調整等  

国坂浜 自治会長  ５号機～６号機隣接道路の通行規制の調整等  

機 関 名 電話番号 処 理 す べ き 事 項 備 考 

中国四国産業保安監督部 電力安全課 082-224-5742 事故速報、事故報告 電気主任技術のみ 

国土交通省倉吉河川国道事務所羽合国道維持出張所 0858-35-3231 国道９号の占用工事、通行規制の調整  

大阪航空局大阪航空事務所管制保安部 06-6843-1382 ノータム事項通報書(航空障害灯不点)  

鳥取県中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 北条川放水路での占用工事の調整  

倉吉警察署交通課 0858-26-7110 道路使用、通行規制の調整  

北栄町地域整備課地域整備室 0858-36-5568 町道での占用工事、通行規制の調整  

北条砂丘土地改良区 0858-36-2004 農道での占用工事、通行規制の調整  

鳥取県中部ふるさと広域連合消防局 119 災害時の消防、救急等に関すること  

中国電力(株) 倉吉制御所 0858-26-9581 停電等の調整  

（株）明電舎 風力システム部 03-6420-7687 応急対策、本復旧工事の計画、実施  

 



環境エネルギー課長 

 

１．対策本部組織図 
北栄町に事故対策本部を設置した場合の組織図は、下記のとおりとする。 

保安統括者 

町 長 

応援要請 

電気主任技術者 副町長 

風力発電所 

所員 
各課長 

２．配備体制 
事故が発生した場合は、事故対策本部の設置如何に係わらず、事故対策を下記の要領で 

実施する。ただし、被害状況確認の結果、自然災害時の体制に移行すべきと判断される場   合

は、保安統括者に連絡し、必要な体制をとる。 

３．動員計画（電気主任技術者、風力発電所所員以外の職員の動員） 
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所 属 名 
 

動 員 数 備 考 
 第 １ 次 体 制 第 ２ 次 体 制 第 ３ 次 体 制 

環境エネルギー課  ６ ６  

総 務 課   ２  

健 康 推 進 課   １ 保 健 師 の 動 員 

種 別 配 置 の 基 準 措 置 

第 １ 次 体 制 
 

事故通報が入り、電気主任技術

者が必要と認めた とき。 
 

動員職員は、電気主任技術者の指示のも

と必要な配置につき、いつでも第２ 次体

制に移行できる体制を取ること。 

第 ２ 次 体 制 
 

第１次体制により現地確認を行

った結果、電気主任技術者が必

要と認めた とき。 

動員職員は、電気主任技術者の指示のも

と必要な配置につき、いつでも第３ 次体

制に移行できる体制を取ること。 

第 ３ 次 体 制 
 

１ ． 第２次体制により大事故

を確認し、もしくは大事故の

発生が予測される場合。 

２ ． 事故対策本部を設置した

とき。 

各課に応援要請し、直ちに活動を開始す

る。 
 

   

  

    

  

  

    

 

 



４．基本体制 
電 気 主 任 技 術 者 の 指 揮 の 下 、 下 記 の 体 制 を と る 。 

（ ）内は、現地確認後の体制を表す 

５．実施事項 
災 害 対 策 に お い て 実 施 す べ き 事 項 は 、 下 記 の と お り と す る 。 

第 １ 次 体 制 

第 ２ 次 体 制 

（ ）内は、現地確認後の体制を表す 

第 ３ 次 体 制 
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実 施 事 項 担 当 

指 揮 電 気 主 任 技 術 者 

救 護 救 出 環境エネルギー課 １ 、 健 康 推 進 課 １ 

災 害 広 報 環境エネルギー課 １ 、 総 務 課 １ 

交 通 対 策 及 び 通 行 規 制

危 険 箇 所 の 警 備 

環境エネルギー課 ３ 、 総 務 課 １ 
 

応 急 復 旧 の た め の 手 配

応 急 復 旧 

北 条 砂 丘 風 力 発 電 所 １ 、環境エネルギー 課 １ 
 

実 施 事 項 担 当 

指 揮 電 気 主 任 技 術 者 

被 害 状 況 確 認 
 

電 気 主 任 技 術 者 、 北条砂丘風力発電所 １ 、環

境エネルギー課 ６ 

（ 救 護 救 出 ） （環境エネルギー課 ２ ） 

（ 災 害 広 報 ） （環境エネルギー課 １ ） 

（ 交 通 対 策 及 び 通 行 規 制 ） 

（ 危 険 箇 所 の 警 備 ） 

（ 応 急 処 置 の た め の 手 配 ） 

（ 北 条 砂 丘 風 力 発 電 所 １ 、環境エネルギー課 ３ ） 
 

実 施 事 項 担 当 

態 勢 の 決 定 、 動 員 要 請 電 気 主 任 技 術 者 

被 害 状 況 確 認 電 気 主 任 技 術 者 、 北条砂丘風力発電所 １ 

 第 １ 次 体 制 第 ２ 次 体 制 第 ３ 次 体 制 実 施 事 項 

現 地 確 認 班 
 

１ 
 

７ 

[ ２ 班 体 制 ] 

 現 地 の 状 況 確 認 
 

救 護 班  （ ２ ） ２ 負 傷 者 救 護 

広 報 班  （ １ ） ２ 事 故 状 況 の 広 報 

応 急 対 策 班 
 

 （４ ） 
 

６ 
 

交 通 対 策 、交 通 規 制 、

応 急 復 旧 

 



６．実施事項説明 

７．資材等の整備 
事故時に必要な資材は、あらかじめ資材保管庫等に準備しておくこと。 

第５節 自然災害時 
自然災害（台風、地震、津波、水害、雪害等）が発生した場合は、北栄町地域防災計画及び北

栄町国民保護計画に基づいて行動する。 
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備 蓄 品 必 要 数 量 保 管 場 所 

保 安 帽 １ ０ 個 ５ 号 機 倉 庫 ５ 、 各 自 

懐 中 電 灯 ８ 個 環境エネルギー課 ３ 、５ 号 機 倉 庫 ５ 

バ リ ケ ー ド ４ 個 地 域 整 備 室 車 庫 

ｺ ー ﾝ ･ ｺ ー ﾝ ﾊ ゙  ー ｺ ー ﾝ 1 0 個 ･ ｺ ー ﾝ ﾊ ゙  ー 9 本 地 域 整 備 室 車 庫 

ト ラ ロ ー プ １ 巻 地 域 整 備 室 車 庫 

実 施 事 項 説 明 

態勢の決定、動員要請 
 

どのような態勢、または配備とするか決定し、関係 

職員へ動員要請すること。 

被害状況確認 被害状況確認・調査を行うこと。 

救護救出 
 

避難に応じ、救護救出活動を行い、関係機関に依頼 

すること。 

交通対策及び通行規制 
 

被害状況調査を基に、関係機関と連絡を取りながら、 交

通規制及び交通対策を実施し、公 衆の安全を確保す

ること。 

危険箇所の警備 
 

危険箇所等が判明した場合に、その警備に当たるこ 

と。 

災害広報 
 

被害状況を把握し、適宜、住民、関係機関等へ情報 

を周知すること。 

応急復旧のための手配 
 

応急復旧のための資材の調達・業者への手配を行う。 
 

応急復旧 応急復旧を行う。 

 


